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継続補導の実施に係る細部事項について（通達）

三重県少年警察活動に関する訓令（平成17年三重県警察本部訓令第１号。以下「訓

令」という ）第89条の規定に基づき、同訓令第２章第３節に定める継続補導の実施。

に係る細部事項について、下記のとおり定めたので、効果的な運用に努められたい。

記

１ 不良行為少年発見時の報告

訓令第15条に規定する、指導等が必要と認められる不良行為少年を発見した場合

の所属長への報告は 「不良行為少年発見報告書 （様式第１）により行うこととす、 」

る。

なお、指導等が必要と認められる不良行為少年とは、不良行為少年のうち、非行

少年とは認定できないが、不良行為を繰り返しているなど、その非行の防止を図る

ため、特に継続的な指導等が必要と認められるものをいう。

２ 実施担当者の選定における留意事項

訓令第21条第２項に規定する継続補導を実施する場合、少年課長は、継続補導の

実施を担当する者（以下「実施担当者」という ）の選定に当たり、訓令第20条第。

（ 「 」 。） 、１項各号に掲げる継続補導の対象となる少年 以下 対象少年 という の性別

年齢、性格等や職員の業務経験等を考慮の上、最もふさわしい者を充てること。

特に対象少年が女子の場合には、必ず実施担当者に女性警察職員を充てること。

３ 継続補導の実施

保護者の同意(１)

実施担当者は、継続補導の実施に当たり、保護者及び少年に対し、本活動の趣

旨及び必要性等を説明した上で、保護者の同意（対象となる少年が特定少年（少

年警察活動規則（平成14年国家公安委員会規則第20号）第２条第２号に掲げる特

定少年をいう ）の場合は、本人からの同意）を得ること。また、この場合にお。

いて、当該特定少年の非行の防止を図る観点から、その両親等に合わせて連絡す

ることは差し支えない。

少年事件処理簿・少年事案処理簿の作成(２)

保護者の同意が得られ、継続補導を開始する場合には、次の書類を作成し、少
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年課長及び警察署長（以下「少年課長等」という ）に報告すること。。

ア 触法少年及びぐ犯少年

少年警察活動規則の規定により作成する書類の様式を定める訓令（平成19年

警察庁訓令第12号）に規定する「少年事件処理簿 （別記様式第44号）に処理」

の経過を明らかにしておくこと。

イ 不良行為少年

「三重県少年警察活動に関する訓令の解釈・運用等について（通達 （令和）」

） 「 」（ ）４年７月１日付け少発第268号 21 に規定する 少年事案処理簿 様式第５(２)

に処理の経過を明らかにしておくこと。

継続補導の開始(３)

継続補導を開始する場合 の少年事件処理簿又は少年事案処理簿のほか 継、 、「(２)

続補導カード （様式第２）を作成し、少年課長等に報告すること。」

継続補導の内容及び記録(４)

継続補導の実施方法については、電話、面接、訪問その他適当な方法により実

、 、 。施することとし 頻度 方法等を検討してこれらの活動を計画的に実施すること

また、実施担当者は、対象少年への連絡、面接状況等について、その都度「継続

補導実施簿 （様式第３）により、少年課長等に報告すること。」

少年課長による指揮(５)

実施担当者は、継続補導の実施に当たり、少年課長から必要な指示を受けるこ

と。

継続補導の終了(６)

ア 対象少年が下記のいずれかに該当する場合は、継続補導を終了すること。

対象少年の家庭、学校、交友その他の環境について、相当の改善が認めら(ア)

れたとき。

対象少年が非行を犯したとき。(イ)

保護者が継続補導の実施を拒否したとき。(ウ)

対象少年が20歳に達したとき。(エ)

その他継続補導を実施する必要がないと判断したとき。(オ)

イ 少年課長は、継続補導を終了した場合、警察署長に対し、その旨を連絡する

こと。



様式第１

不 良 行 為 少 年 発 見 報 告 書

所 属 長 係 長 主任・係
次 長 等 課 長 補 佐

副 署 長 課 長

男 年 月 日生( )ふりがな
生年月日

氏名 女 （ 歳）

住居
少 年

電話（ ） 局 番

学校名
職業

学 年

職 業
氏名

（ 歳） 続 柄
保護者

住居
電話（ ） 局 番

指導を必要と

認めた事由

指導を必要と

認 め た 者 の

執った措置

その他必要と

認めた事項

年 月 日

報 告 者 課 係

官職 氏名

【少年課】

少年サポートセンター
実施担当者

。氏名 を実施担当者とする

同意確認結果

□ 継続補導に同意

【 】□ 継続補導に不同意 理由：

年 月 日

年 月 日



様式第２

継続補導カード

開始年月日 年 月 日 終了年月日 年 月 日

実施担当者 所属

階級（職名） 氏名

少 氏 名 男 ・ 女
ふ り が な

住 居

TEL

年 （ 歳）生 年 月 日

学校又は

勤務先

続 柄 氏 名 年 齢 職 業 備考（住居・ など）TEL

家

庭

の

状

況

同意を得た保護者 氏名 意見

少年相談 触法少年 ぐ犯少年 不良行為少年 その他

対象少年の

種別及び

事案の概要

継続補導を

必要と認め

た理由

交 友 関 係

終了の理由



様式第３

継続補導実施簿
年 月 日【継続補導 回目】

課 長 センター長 副センター長
次 長 課 長 補 佐 係 長 主 任 係

署 長 副 署 長 課長・主幹

担

当

者

少 氏 名 男 ・ 女
ふ り が な

年 生年月日 （ 歳） 学職

事 案 概 要

実 施 状 況


